
１　協議に係る日程
　

　 　　外来機能報告 ◆速報値還元

　 　 　　◆暫定値還元

  ●専門部会合同部会

●調整会議 　

 

２　協議の進め方の例

☆あらかじめ結論の取りまとめ方法を確認しておくことが望ましい。

　

　

紹介受診重点医療機関選定に係る協議の進め方について
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今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
(2
/2
):
詳
細
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

（
イ
メ
ー
ジ
）

8

医 療 機 関 都 道 府 県

地
域
の
協
議
の
場
の
議
論
を

経
て
紹
介
受
診
重
点
医
療
機

関
を
選
定

報
告
デ
ー
タ
（
速
報

値
・
暫
定
値
）
等
の
検

証
を
基
に
、
地
域
の
協

議
の
場
を
開
催

報
告
デ
ー
タ
（
速
報
値
）

を
基
に
対
象
医
療
機
関
を

選
定

外
来
機
能
報
告
の

デ
ー
タ
⼀
式
の
整
理

報
告
期
間
及
び
督
促
機
関

デ
ー
タ
の
検
証

地
域
の
協
議
の
場
の
開
催

地
域
の
協
議
の
場
の
開
催

▪
紹
介
重
点
受
診
医
療
機

関
の
場
合
、
通
知
等
を

都
道
府
県
か
ら
受
領

▪
必
要
に
応
じ
て
報
告
結
果

を
修
正

▪
必
要
に
応
じ
て
報
告
結
果

を
修
正

▪
紙
報
告
を
含
む
報
告
デ
ー

タ
を
検
証

▪
地
域
の
協
議
の
場
の
開
催

▪
紙
報
告
以
外
の
報
告
デ
ー

タ
を
検
証

▪
地
域
の
協
議
の
場
の
開
催

準
備

▪
地
域
の
協
議
の
場
の
開

催
▪
紹
介
重
点
受
診
医
療
機

関
を
公
表

▪
外
来
機
能
報
告
完
了

▪
都
道
府
県
等
か
ら
の
指
摘

に
応
じ
て
修
正

▪
報
告
さ
れ
た
内
容
を
確
認

▪
未
報
告
の
医
療
機
関
に
報

告
の
督
促

事 務 局

（ 厚 生 労 働 省 ）

▪
紙
報
告
の
報
告
デ
ー
タ
を

集
計

▪
報
告
デ
ー
タ
（
暫
定
値
）

を
都
道
府
県
に
還
元

▪
紙
報
告
以
外
の
報
告
デ
ー

タ
を
集
計

▪
報
告
デ
ー
タ
（
速
報
値
）

を
都
道
府
県
に
還
元

▪
報
告
デ
ー
タ
（
ロ
ー

デ
ー
タ
等
一
式
）
を
納

品
物
と
し
て
都
道
府
県

に
還
元

▪
報
告
内
容
の
チ
ェ
ッ
ク

（
異
常
値
等
）

▪
都
道
府
県
に
チ
ェ
ッ
ク
結

果
を
還
元

外
来
機
能
報
告
の
報
告

▪
外
来
機
能
報

告
様
式
1・

2
報
告

▪
外
来
機
能
報

告
の
報
告
内

容
確
認

▪
外
来
機
能
報

告
の
報
告
内

容
確
認

3月
頃

４
月
頃

５
月
頃

６
月
頃

７
月
頃

※
現
在
、
調
整
中
の
内
容
も
含
む
た
め
取
り
扱
い
に
留
意
す
る
こ
と

外
来

機
能

報
告

制
度

に
関

す
る

説
明

会
（

R
4
.
1
2
.
1
9
）

　
資

料
　



協
議
の
場
の
進
め
方
の
全
体
像
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3. 協
議
の
場
に
お
け
る
検
討

2. 紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関

と
な
る
意
向
の
有
無

1. 医
療
資
源
を
重
点
的
に

活
用
す
る
外
来
（
紹
介
受
診
重

点
外
来
）
の
基
準
の
確
認

4. 協
議
の
場
に
お
け
る
議
論
の

と
り
ま
と
め

▪
紹
介
受
診
重
点
外
来
の
基
準
を

確
認
の
上
、
対
象
医
療
機
関
を

抽
出

–
初
診
基
準
:4
0％

以
上

（
初
診
の
外
来
件
数
の
う

ち
「
医
療
資
源
を
重
点
的

に
活
用
す
る
外
来
」
の
件

数
の
占
め
る
割
合
）

–
再
診
基
準
が
25
％
以
上

（
再
診
の
外
来
件
数
の
う

ち
「
医
療
資
源
を
重
点
的

に
活
用
す
る
外
来
」
の
件

数
の
占
め
る
割
合
）

▪
医
療
機
関
の
意
向
を
確
認
す
る

た
め
、
外
来
機
能
報
告
様
式
１

の
4.
｢医
療
資
源
を
重
点
的
に

活
用
す
る
外
来
を
地
域
で
基
幹

的
に
担
う
医
療
機
関
｣と
な
る
意

向
の
有
無
」
に
お
い
て
、
医
療

機
関
の
意
向
を
確
認

▪
下
記
の
要
件
等
を
前
提
に
関
係

者
で
協
議

–
紹
介
受
診
重
点
外
来
に
関

す
る
基
準

–
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関

の
役
割
を
担
う
意
向

▪
紹
介
受
診
重
点
外
来
に
関
す
る

基
準
と
医
療
機
関
の
意
向
が
合

致
し
な
い
医
療
機
関
は
、
当
該

地
域
の
地
域
性
や
当
該
医
療
機

関
の
特
性
等
を
考
慮
し
て
再
度

協
議
を
実
施

▪
状
況
に
応
じ
て
持
ち
回
り
、
文

書
提
出
の
み
と
す
る
な
ど
の
柔

軟
な
対
応
も
可
能

▪
医
療
機
関
の
意
向
と
地
域
の
協
議
の

場
で
の
結
論
が
最
終
的
に
一
致
し
た

も
の
に
限
り
、
紹
介
受
診
重
点
医
療

機
関
と
し
、
都
道
府
県
に
お
い
て
、

協
議
結
果
を
取
り
ま
と
め
て
公
表
す

る
こ
と

（
参
考
）

「
外
来

機
能
報

告
等
に

関
す
る

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」

•
A医

療
機
関



外
来

機
能

報
告

制
度

を
活

用
し

た
紹

介
受

診
重

点
医

療
機

関
に

係
る

協
議

の
進

め
方
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（
参
考

）
「
外
来

機
能
報

告
等
に

関
す
る

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」

意
向
あ
り

▪
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関

＊
「
外
来
医
療
に
係
る
地
域
の
協
議
の
場
」
で
の
確
認

意
向
な
し

▪
「
外
来
医
療
に
係
る
地
域
の
協
議
の
場
」
で
の
協
議

満 た す 満 た さ な い

紹 介 受 診 重 点 外 来 の 基 準

－
▪
「
外
来
医
療
に
係
る
地
域
の
協
議
の
場
」
で
の
協
議

「
外
来
医
療
に
係
る
地
域
の
協
議
の
場
」
で
の
協
議

地
域
性
や
医
療
機
関
の
特
性
等
を
考
慮
し
て

協
議
（
１
回
目
）

協
議
を
再
度
実
施
（
２
回
目
）

医
療
機
関
の
意
向
と
異
な
る
結
論

と
な
っ
た
場
合

１
２

３

【
協
議
を
進
め
る
上
で
必
要
な
事
項
】

○
協
議
の
場
に
お
け
る
検
討
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
内
容
を
参
考
と
す
る
。

・
紹
介
受
診
重
点
外
来
の
基
準
（
初
診
40
％
以
上
か
つ
再
診
25
％
以
上
）

・
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
と
な
る
意
向

・
紹
介
率
・
逆
紹
介
率
の
⽔
準
（
紹
介
率
50
％
以
上
か
つ
逆
紹
介
率
40
％
以
上
）

・
当
該
医
療
機
関
の
機
能
（
特
定
機
能
病
院
、
地
域
医
療
⽀
援
病
院
、
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関

等
）

・
外
来
医
療
の
実
施
状
況
や
当
該
地
域
の
地
域
性

・
必
要
に
応
じ
、
医
療
機
関
か
ら
提
出
を
受
け
た
、
紹
介
受
診
重
点
外
来
の
基
準
と
医
療
機
関
の
意
向
が
合
致
し
な
い
理
由
書
等

○
な
お
、
協
議
の
場
を
⾏
う
前
に
、
協
議
の
場
で
の
結
論
の
取
り
ま
と
め
⽅
法
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。



【
紹
介
受
診
重
点
外
来
の
基
準
と
医
療
機
関
の
意
向
の
考
え
⽅
】

「
紹
介
受
診
重
点
外
来
の
基
準
を
満
た
す
×
意
向
あ
り
」
の
場
合

・
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

「
紹
介
受
診
重
点
外
来
の
基
準
を
満
た
す
×
意
向
な
し
」
の
場
合

・
当
該
医
療
機
関
の
意
向
が
第
⼀
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
当
該
地
域
の
医
療
提
供
体
制
の
あ
り
⽅
を
協
議
の
上
、
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
の
趣
旨
等
に
つ
い
て
説
明
し
、

２
回
目
の
協
議
に
改
め
て
意
向
を
確
認
す
る
。

「
紹
介
受
診
重
点
外
来
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
×
意
向
あ
り
」
の
場
合

・
紹
介
受
診
重
点
外
来
に
関
す
る
基
準
に
加
え
、
紹
介
率
・
逆
紹
介
率
等
を
活
用
し
て
協
議
を
⾏
う
。

１ ２ ３

外
来

機
能

報
告

制
度

を
活

用
し

た
紹

介
受

診
重

点
医

療
機

関
に

係
る

協
議

の
進

め
方

20

意
向
あ
り

▪
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関

＊
「
外
来
医
療
に
係
る
地
域
の
協
議
の
場
」
で
の
確
認

意
向
な
し

▪
「
外
来
医
療
に
係
る
地
域
の
協
議
の
場
」
で
の
協
議

満 た す 満 た さ な い

紹 介 受 診 重 点 外 来 の 基 準

－
▪
「
外
来
医
療
に
係
る
地
域
の
協
議
の
場
」
で
の
協
議

「
外
来
医
療
に
係
る
地
域
の
協
議
の
場
」
で
の
協
議

地
域
性
や
医
療
機
関
の
特
性
等
を
考
慮
し
て

協
議
（
１
回
目
）

協
議
を
再
度
実
施
（
２
回
目
）

医
療
機
関
の
意
向
と
異
な
る
結
論

と
な
っ
た
場
合

１
２

３

（
参

考
）
「

外
来
機

能
報
告

等
に
関

す
る
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
」



協
議
フ
ロ
ー
に
つ
い
て

21

報
告
対
象
医
療
機
関

基
準
を
満
た
す

基
準
を
満
た
さ
な
い

医
療
機
関
の
意
向
有
り

医
療
機
関
に
意
向
な
し

医
療
機
関
の
意
向
有
り

医
療
機
関
に
意
向
無
し

意
向
と
合
致

特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合

意
向
と
合
致

意
向
と
合
致
し
な
い

意
向
と
合
致

意
向
と
合
致
し
な
い

意
向
と
合
致

意
向
と
合
致
し
な
い

紹
介
受
診
重
点
外
来
の

基
準
*確

認
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
に

お
け
る
意
向
の
確
認

意
向
に
対
す
る
地
域
の
協

議
の
場
の
結
論
の
確
認

検
討
の
方
向
性

紹
介
重
点
受
診
医
療
機
関
と
な
る

こ
と
を
想
定

再
協
議

紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
に
な
ら

な
い
こ
と
を
想
定

再
協
議

紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
と
な
る

こ
と
を
想
定

再
協
議

対
象
外

再
協
議
と
な
っ
た
案
件
に
つ
い
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
て
、
協
議
を
⾏
い
、
最
終
的
に
医
療
機

関
の
意
向
と
協
議
の
場
の
結
論
が
合
致
し
た
も
の
に
限
り
、
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
と
し
て
公
表
を
⾏

う
。

協
議
の

場
で
の
協
議

が
求

め
ら
れ
る

＊
紹
介
受
診
重
点
外
来
の
基
準
︓

▪
初
診
基
準
:4
0％

以
上
（
初
診
の
外
来
件
数
の
う
ち

「
医
療
資
源
を
重
点
的
に
活
用
す
る
外
来
」
の
件
数

の
占
め
る
割
合
）

▪
再
診
基
準
が
25
％
以
上
（
再
診
の
外
来
件
数
の
う
ち

「
医
療
資
源
を
重
点
的
に
活
用
す
る
外
来
」
の
件
数

の
占
め
る
割
合
）



1

紹
介
状
な
し
で
受
診
す
る
場
合
等
の
定
額
負
担
の
⾒
直
し
①

 
外
来
機
能
の
明
確
化
及
び
医
療
機
関
間
の
連
携
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
紹
介
状
な
し
で
受
診
し
た
患
者
等
か
ら
定

額
負
担
を
徴
収
す
る
責
務
が
あ
る
医
療
機
関
の
対
象
範
囲
を
⾒
直
す
と
と
も
に
、
当
該
医
療
機
関
に
お
け
る
定
額
負

担
の
対
象
患
者
に
つ
い
て
、
そ
の
診
療
に
係
る
保
険
給
付
範
囲
及
び
定
額
負
担
の
額
等
を
⾒
直
す
。

令
和
４
年
度
診
療
報
酬
改
定

Ⅰ
－
４

外
来
医
療
の
機
能
分
化
等
－
①

［
対
象
病
院
］

・
特
定
機
能
病
院

・
地
域
医
療
⽀
援
病
院
（
⼀
般
病
床
20
0床

以
上
に
限
る
）

※
上
記
以
外
の
⼀
般
病
床
20
0床

以
上
の
病
院
に
つ
い
て
は
、
選
定
療
養
と
し
て
特

別
の
料
⾦
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

［
定
額
負
担
の
額
］

・
初
診
︓
医
科
5,
00
0円

、
⻭
科
3,
00
0円

・
再
診
︓
医
科
2,
50
0円

、
⻭
科
1,
50
0円

現
⾏
制
度

［
対
象
病
院
］

・
特
定
機
能
病
院

・
地
域
医
療
⽀
援
病
院
（
⼀
般
病
床
20
0床

以
上
に
限
る
）

・
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
（
一
般
病
床
20
0床

以
上
に
限
る
）

※
上
記
以
外
の
⼀
般
病
床
20
0床
以
上
の
病
院
に
つ
い
て
は
、
選
定
療
養
と
し
て
特

別
の
料
⾦
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

［
定
額
負
担
の
額
］

・
初
診
︓
医
科
7,
00
0円

、
⻭
科
5,
00
0円

・
再
診
︓
医
科
3,
00
0円

、
⻭
科
1,
90
0円

［
保
険
給
付
範
囲
か
ら
の
控
除
］

外
来
機
能
の
明
確
化
の
た
め
の
例
外
的
・
限
定
的
な
取
扱
い
と
し
て
、
定

額
負
担
を
求
め
る
患
者
（
あ
え
て
紹
介
状
な
し
で
受
診
す
る
患
者
等
）
の

初
診
・
再
診
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
数
を
保
険
給
付
範
囲
か
ら
控
除

・
初
診
︓
医
科
20
0点

、
⻭
科
20
0点

・
再
診
︓
医
科

50
点
、
⻭
科

40
点

⾒
直
し
後

患
者
負
担

3,
00
0円

医
療
保
険
か
ら
⽀
給
（
選
定
療
養
費
）

7,
00
0円定
額
負
担

5,
00
0円

患
者
負
担

2,
40
0円

（
=
3,
00
0円

-2
,0
00
円

×
0.
3）

医
療
保
険
か
ら
⽀
給
（
選
定
療
養
費
）

5,
60
0円

（
=
7,
00
0円

-2
,0
00
円
×
0.
7）

定
額
負
担

7,
00
0円

（
例
）
医
科
初
診
・選
定
療
養
費
7,
00
0円

・患
者
負
担
3,
00
0円
の
場
合
の
医
療
費

［
施
⾏
⽇
等
］
令
和
４
年
10
月
1⽇

か
ら
施
⾏
・
適
用
。
ま
た
、
新
た
に
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
と
な
っ
て
か
ら
６
か
⽉
の
経
過
措
置
を
設
け
る
。
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2

紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
に
お
け
る
⼊
院
診
療
の
評
価
の
新
設

 
「
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
」
に
お
い
て
、
⼊
院
機
能
の
強
化
や
勤
務
医
の
外
来
負
担
の
軽
減
等
が
推
進
さ
れ
、
⼊

院
医
療
の
質
が
向
上
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
当
該
⼊
院
医
療
に
つ
い
て
新
た
な
評
価
を
⾏
う
。

（
新
）

紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
⼊
院
診
療
加
算

80
0点

（
⼊
院
初
⽇
）

［
算
定
要
件
］

（
１
）

外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
（
医
療
法
第
30
条
の
18
の
４
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
30
条
の
18
の
２
第
１
項
第
１
号
の
厚
⽣
労
働

省
令
で
定
め
る
外
来
医
療
を
提
供
す
る
基
幹
的
な
病
院
と
し
て
都
道
府
県
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
一
般
病
床
の
数
が
20
0未

満
で
あ
る
も
の

を
除
く
。
）
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
に
⼊
院
し
て
い
る
患
者
（
第
１
節
の
⼊
院
基
本
料
（
特
別
⼊
院
基
本
料
等
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
紹
介
受
診
重
点
医

療
機
関
⼊
院
診
療
加
算
を
算
定
で
き
る
も
の
を
現
に
算
定
し
て
い
る
患
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
⼊
院
初
⽇
に
限
り
所
定
点
数
に
加
算
す
る
。

（
２
）

区
分
番
号
Ａ
２
０
４
に
掲
げ
る
地
域
医
療
⽀
援
病
院
⼊
院
診
療
加
算
は
別
に
算
定
で
き
な
い
。

令
和
４
年
度
診
療
報
酬
改
定

Ⅰ
－
４

外
来
医
療
の
機
能
分
化
等
－
②
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3

初
診
料
及
び
外
来
診
療
料
に
お
け
る
紹
介
・
逆
紹
介
割
合
に
基
づ
く
減
算
規
定
の
⾒
直
し
①

 
外
来
機
能
の
明
確
化
及
び
医
療
機
関
間
の
連
携
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
紹
介
患
者
・
逆
紹
介
患
者
の
受
診
割
合
が

低
い
特
定
機
能
病
院
等
を
紹
介
状
な
し
で
受
診
し
た
患
者
等
に
係
る
初
診
料
・
外
来
診
療
料
に
つ
い
て
、

•
対
象
病
院
に
、
⼀
般
病
床
の
数
が
20
0床

以
上
の
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
を
追
加
す
る
。

•
「
紹
介
率
」
・
「
逆
紹
介
率
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
、
実
態
に
即
し
た
算
出
⽅
法
、
項
目
の
定
義
及
び

基
準
を
⾒
直
す
。

令
和
４
年
度
診
療
報
酬
改
定

Ⅰ
－
４

外
来
医
療
の
機
能
分
化
等
－
③

特
定
機
能
病
院

地
域
医
療
⽀
援
病
院

（
⼀
般
病
床
20
0床
未
満
を
除
く
）

紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関

（
一
般
病
床
20
0床

未
満
を
除
く
）

許
可
病
床
40
0床

以
上

（
⼀
般
病
床
20
0床

未
満
を
除
く
）

減
算
規
定
の
基
準

紹
介
割
合
50
%
未
満

又
は

逆
紹
介
割
合
30
‰
未
満

紹
介
割
合
40
%
未
満

又
は

逆
紹
介
割
合
20
‰
未
満

紹
介
割
合
（
%
）

（
紹
介
患
者
数
＋
救
急
患
者
数
）
／
初
診
患
者
数
✕
10
0

逆
紹
介
割
合
(‰
)

逆
紹
介
患
者
数
／
(初
診
＋
再
診
患
者
数
)
✕
1,
00
0

初
診
患
者
の
数

医
学
的
に
初
診
と
い
わ
れ
る
診
療
⾏
為
が
あ
っ
た
患
者
の
数
。
以
下
を
除
く
。

•
救
急
搬
送
者
、
休
⽇
又
は
夜
間
に
受
診
し
た
患
者

再
診
患
者
の
数

患
者
の
傷
病
に
つ
い
て
医
学
的
に
初
診
と
い
わ
れ
る
診
療
⾏
為
が
あ
っ
た
患
者
以
外
の
患
者
の
数
。
以
下
を
除
く
。

•
救
急
搬
送
者
、
休
⽇
又
は
夜
間
に
受
診
し
た
患
者
、
B0
05
-1
1遠

隔
連
携
診
療
料
又
は
B0
11
連
携
強
化
診
療
情
報
提
供
料
を
算
定
し

て
い
る
患
者

紹
介
患
者
の
数

他
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
紹
介
状
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
者
の
数
（
初
診
に
限
る
）
。

•
情
報
通
信
機
器
を
用
い
た
診
療
の
み
を
⾏
っ
た
場
合
を
除
く
。

逆
紹
介
患
者
の
数

紹
介
状
に
よ
り
他
の
病
院
又
は
診
療
所
に
紹
介
し
た
患
者
の
数
。

•
B0
05
-1
1遠

隔
連
携
診
療
料
又
は
B0
11
連
携
強
化
診
療
情
報
提
供
料
を
算
定
し
て
い
る
患
者
を
含
む
。

•
情
報
通
信
機
器
を
用
い
た
診
療
の
み
⾏
い
、
他
院
に
紹
介
し
た
患
者
を
除
く
。

救
急
搬
送
者
の
数

地
⽅
公
共
団
体
又
は
医
療
機
関
に
所
属
す
る
救
急
⾃
動
⾞
に
よ
り
搬
送
さ
れ
た
初
診
の
患
者
の
数
。

初
診
料
の
注
２
、
３

21
4点

外
来
診
療
料
の
注
２
、
３

55
点

（
情
報
通
信
機
器
を
用
い
た
初
診
に
つ
い
て
は
18
6点

）

3

【
改
定
後
】
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4

紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
と
か
か
り
つ
け
医
機
能
を
有
す
る
医
療
機
関
の
連
携
の
推
進

 
外
来
医
療
の
機
能
分
化
及
び
医
療
機
関
間
の
連
携
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
診
療
情
報
提
供
料
（
Ⅲ
）
に
つ
い
て
、

•
名
称
を
「
連
携
強
化
診
療
情
報
提
供
料
」
に
変
更
し
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
を
有
す
る
医
療
機
関
等
が
、
診
療

情
報
を
提
供
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
算
定
上
限
回
数
を
変
更
す
る
。

•
「
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
」
に
お
い
て
、
地
域
の
診
療
所
等
か
ら
紹
介
さ
れ
た
患
者
に
つ
い
て
診
療
情
報
を

提
供
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
新
た
に
評
価
を
⾏
う
。

連
携
強
化
診
療
情
報
提
供
料
の
新
設

令
和
４
年
度
診
療
報
酬
改
定

Ⅰ
－
４

外
来
医
療
の
機
能
分
化
等
－
⑤

改
定
後

現
⾏

【
診
療
情
報
提
供
料
（
Ⅲ
）
】

15
0点

［
算
定
要
件
］

他
の
保
険
医
療
機
関
か
ら
紹
介
さ
れ
た
患
者
に
つ
い
て
、
他
の
保
険
医
療
機

関
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
患
者
の
同
意
を
得
て
、
診
療
状
況
を
⽰
す
⽂
書
を

提
供
し
た
場
合
に
、
提
供
す
る
保
険
医
療
機
関
ご
と
に
患
者
１
⼈
に
つ
き

３
⽉
に
１
回
に
限
り
算
定
す
る
。

［
対
象
患
者
］

１
か
か
り
つ
け
医
機
能
に
係
る
施
設
基
準
を
届
け
出
て
い
る
医
療
機
関
か

ら
紹
介
さ
れ
た
患
者

２
か
か
り
つ
け
医
機
能
に
係
る
施
設
基
準
を
届
け
出
て
い
る
医
療
機
関
に

お
い
て
、
他
の
保
険
医
療
機
関
か
ら
紹
介
さ
れ
た
患
者

（
改
）
【
連
携
強
化
診
療
情
報
提
供
料
】

15
0点

［
算
定
要
件
］

他
の
保
険
医
療
機
関
か
ら
紹
介
さ
れ
た
患
者
に
つ
い
て
、
他
の
保
険
医
療
機

関
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
患
者
の
同
意
を
得
て
、
診
療
状
況
を
⽰
す
⽂
書
を

提
供
し
た
場
合
に
、
提
供
す
る
保
険
医
療
機
関
ご
と
に
患
者
１
⼈
に
つ
き

月
１
回
に
限
り
算
定
す
る
。

［
対
象
患
者
］

１
か
か
り
つ
け
医
機
能
に
係
る
施
設
基
準
を
届
け
出
て
い
る
医
療
機
関
か

ら
紹
介
さ
れ
た
患
者

２
紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
に
お
い
て
、
20
0床

未
満
の
病
院
又
は
診
療

所
か
ら
紹
介
さ
れ
た
患
者

３
か
か
り
つ
け
医
機
能
に
係
る
施
設
基
準
を
届
け
出
て
い
る
医
療
機
関
に

お
い
て
、
他
の
保
険
医
療
機
関
か
ら
紹
介
さ
れ
た
患
者

例
︓
⽣
活
習
慣
病
の
診
療
を
実
施

患
者
を
紹
介

診
療
状
況

を

提
供
例
︓
合
併
症
の
診
療
を
実
施

地
域
の
診
療
所
等

連
携
強
化
診
療
情
報

提
供
料
を
算
定

紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関

（
新
）
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